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分
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結婚・出産祝金支給事業

対象者： 　南牧村に居住する者で、かつ、永住の意思のある者

内　容： 　南牧村の人口の減少を防止し、人口の増加と定着化を図り、もって村勢の発展と住民福祉の
向上に寄与するために、結婚祝金・出産祝金を支給する。
　・結婚祝金：１組３万円
　・出産祝金：第１子５万円、第２子以降１人につき１０万円

問合せ： 《総務課　総務係》　℡：0274-87-2011

保育料の免除

対象者： 保護者等及びその子が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。
同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

内　容： 　子育て支援の施策として保育園の保育に要する費用の免除

問合せ： 《保健福祉課　福祉係》　℡：0274-87-2011

放課後児童クラブ利用料の免除

対象者： 　保護者等及びその子が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としているこ
と。同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

内　容： 　子育て支援の施策として学童保育に要する利用料の免除

問合せ： 《保健福祉課　福祉係》　℡：0274-87-2011

学校給食費の免除

対象者： 　保護者等及び児童生徒が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としているこ
と。同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

内　容： 　子育て支援の施策として学校給食に要する費用の免除

問合せ： 《教育委員会事務局　学校教育係》　℡：0274-87-2011

入学支援金の交付

対象者： 　保護者等が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。高等学校
等に入学した者を現に養育していること。同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、
その義務を完全に履行していること。

内　容： 　子育て支援の施策として高等学校等の入学に対する補助金（入学生徒１人につき３０,０００
円）の交付

問合せ： 《総務課　総務係》　℡：0274-87-2011

通学補助金の交付

対象者： 　保護者等が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。高等学校
等に通学する者を現に養育していること。同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、
その義務を完全に履行していること。

内　容： 　子育て支援の施策として高等学校等への通学に対する補助金（バス停から駅までの距離によ
り年額２２,０００円～４２,０００円）の交付

問合せ： 《総務課　総務係》　℡：0274-87-2011
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転入奨励金の交付

対象者： 　満１５歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者及び保護者等が、新たに本村に
住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地とすることとなったとき。居住日から引き続い
て３年以上居住する意思があると認められるとき。

内　容： 　子育て支援の施策として子育てをしている者の転入に対する奨励金（転入児童等１人につき
３０,０００円）の交付

問合せ： 《総務課　総務係》　℡：0274-87-2011

子ども医療費無料化

対象者： 子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの者）等

内　容： 医療費（入院・外来ともに）について無料化を実施。

問合せ： 《保健福祉課　保健係》　℡：0274-87-2011

新築等祝金の交付

対象者： 本村に住所を有し、現に居住している者。奨励金の支給を受けた後、引き続き１０年以上にわ
たって本村の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とすること。同一世帯内で公租、公課の義
務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

内　容： 　本村への定住を促進するため、新築等の祝金を交付する。
　・住民が自ら居住する住宅を新築し、１軒当たり延床面積が６６平方メートル以上で、か
つ、費用が１千万円以上のもの［奨励金額：５０万円］
　・住民が自ら居住する住宅を新築し、１軒当たり延床面積が３３平方メートル以上で、か
つ、費用が５百万円以上のもの［奨励金額：２０万円］
　・住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、１軒当たりその部分の延床面積が３３平方
メートル以上で、かつ、その費用が３百万円以上のもの［奨励金額：２０万円］

問合せ： 《村づくり・雇用推進課　企画係》　℡：0274-87-2011

空き家バンク制度

対象者： 　南牧村への移住希望者

内　容： 　村内への移住・定住を支援するため、地域内にある空き家物件に関する情報を、移住・定住
を希望される方に提供する。

問合せ： 《村づくり・雇用推進課　行政改革係》　℡：0274-87-2011

空き家家財道具等搬出処分費補助

対象者： 　空き家バンクに登録、登録する予定の物件

内　容： 　空き家内の不必要な物の処理等に関する経費を補助する［経費の２分の１の額・上限５万
円］

問合せ： 《村づくり・雇用推進課　行政改革係》　℡：0274-87-2011

なんもく暮らし体験民家

対象者： 　南牧村への移住希望者

内　容： 　暮らし体験民家では、家具・電化製品などを備え、必要最低限の生活用具で移住生活を体験
でき、使用期間は１箇月（30日）単位とし、最長で２箇月（60日）とする。寝具や日常消耗品
などは使用者が持ち込むものとする。使用料は１箇月３万円、延長（１日毎）千円とする。

問合せ： 《村づくり・雇用推進課　行政改革係》　℡：0274-87-2011
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